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イスラエルの「国民国家法案」：クネセト上程の意味と背景 
‘Nationality Bill’ Dispute in Israel: Background and Implications 

 

ガザ侵攻と国際的孤立 
2014年7月～8月、イスラエルは「守りの尖端（Protective Edge）」なる作戦名を掲げてパレスチナ

のイスラム過激派「ハマス」が実効支配するガザに侵攻し、約 50 日に及ぶ戦火によってパレスチナ側

に民間人を含めて 2100 人の死者と 1 万人の負傷者を強いた。過去 6 年間で三度目となるこの本格

的な軍事衝突は、ハマス側のイスラエル領内に対する散発的なロケット攻撃に加えて、双方間で昂進

した市民レベルの暴力の応酬を直接の契機としたが、結果的にイスラエルの抱える安全保障上の問

題を解決するものとはならなかった。むしろ、不均衡に激しいイスラエルの武力行使は、国際社会の

強い批判を浴びることとなり、今次ガザ侵攻の「戦術的に勝利しながら、戦略的に敗北したも同然」と

いう評価につながった。とりわけヨーロッパの主要諸国は、激高するそれぞれの国内世論に押される

形ではっきりとイスラエルとの距離を示し始め、スウェーデンがパレスチナ国家を公式に承認し、英、

仏、アイルランドなども議会レベルではパレスチナの国家承認を決議した。国連人権理事会が新たに

この軍事衝突をめぐる戦争犯罪を調査する特別委員会の設置を決めるなど、イスラエルへの圧力は

これまでになく高まったと言える。このような国際的な孤立は、しかし、イスラエル内政に二つのベクト

ルを生み出しつつある。いずれも批判に対して耳を塞ぐという点で共通するが、一方では中・長期的

な政治問題への無関心が蔓延して、ユダヤ人市民の間の貧富差の拡大や生活コストの高騰といった

直近の経済的、社会的問題に争点が移り、他方で国粋主義的な風潮がさらに前面に押し出されてき

た。こうした趨勢は、12 月に決まったクネセト（イスラエル国会）の早期解散と総選挙（2015 年 3 月 17
日投票予定）に象徴されている。ネタニヤフ首相率いる連立政権の崩壊が任期を半分残したクネセト

解散の直接の契機となったが、その主要争点は、和平プロセスや国際的孤立への対応とはまったく

かけ離れた、社会保障費などをめぐる新年度予算案での対立と、それ以上にイスラエルをユダヤ人国

家であると規定して非ユダヤ人の権利制限を推進しようとする「国民国家法案」（通称 Nationality 
Bill: NB）の是非にあったのである。 

 
「民族主義」と「民主主義」の「相克」 

11 月下旬に内閣からクネセトに上程された NB は、イスラエルを「ユダヤ民族のための単一民族国

家」と定めて、ユダヤ宗教法を優位的な法源と認めようとするものである。すなわちそこでは、イスラエ

ル国家においてはユダヤ人市民が法制上の特恵を得て、非ユダヤ系市民は法に規定された個人的

な権利のみ認められる（民族的・集団的権利は否定される）ことになる。イスラエル市民の約 2 割を占

めるパレスチナ人には、民主主義の鉄則であるはずの法の下の平等が否認されるのである。建国以

来、ヘブライ語と並んで国家の公用語に掲げられてきたアラビア語がその位置付けを失うところに、こ

の法案の本質が露呈している。 
現実には、イスラエルにおいてパレスチナ人がユダヤ人と対等な市民として扱われてきたことはな

かった。政治指導層はもとより、一般のユダヤ系市民も、改まった席では自国の名称を「ユダヤ人国家

Israel 
イスラエル 
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イスラエル（The Jewish State of Israel）」と呼ぶのが常であったし、建国の指導理念であるシオニズ

ムは、「ユダヤ人の、ユダヤ人による、ユダヤ人のための」主権国家を樹立するイデオロギーだった。

しかしそれと同時に、イスラエルは欧米近代の所産である民主主義を標榜し、独立宣言には「…その

すべての住民の利益のために国家の発展を促進し、…宗教、人種、あるいは性にかかわらずすべて

の住民の社会的、政治的諸権利の完全な平等を保証し、すべての宗教の聖地を保護し、国際連合

憲章の原則に忠実でありつづける」との文言が書き記されている。このため、非ユダヤ系市民の最大

勢力であるパレスチナ人に対する処遇も、表見的には民主主義の外皮を纏わせる必要に迫られたの

である。例えば、市民的平等を原則とする年金等の福祉厚生システムからパレスチナ人が除外される

根拠は、主として義務兵役に就かないという事実に基づくが、そもそもパレスチナ人は対敵通謀の恐

れありとして兵役の対象に含められていない。クネセトの選挙権・被選挙権は認められているが、議院

内閣制を採るイスラエルの閣僚に登用されるパレスチナ人議員は皆無に等しい。これらは、建国以来

一貫して「ユダヤ人国家」であり続けてきたイスラエルが、同時に「民主主義国家」でもあることを喧伝

しているところに由来する原理的矛盾を糊塗するための「運用」にほかならない。すなわち、「民族主

義」と「民主主義」との間に必然的に生起する軋轢を、一般則とその適用除外の関係に即して説明し

ようとしてきたのである。適用除外の法理を正当化する最も一般的な根拠は、「国家の安全保障上の

必要」であった。 
 

NB 上程の意味するもの 
NB の上程は、要するにこれまでのような一般則と適用除外の論理操作といった表見的民主主義

の外皮を剥ぎ取り、剥き出しの民族主義が前景化しつつあることを意味する。2015年3月に選出され

る新クネセトが NB を可決すれば、その瞬間にイスラエルが建国以来掲げてきた「中東で唯一の機能

する民主主義」というスローガンは過去のものとなる。非ユダヤ系市民、とりわけパレスチナ人は、とも

かくも法制上は市民としてユダヤ系と対等なパートナーという位置付けから、「存在を許容される厄介

者」という扱いに転落するのである。極言すればイスラエルは、世俗主義的民主国家の体裁をかなぐ

り捨てて、ユダヤ教原理主義国家への道を一歩踏み出すということになろう。これをシオニズムが原理

的に胚胎する宗教的契機の顕在化と看做してしまえばそれまでである。しかし少なくともネタニヤフ首

相の拠って立つ修正シオニズムの論理は、ジャボチンスキーの「鉄の壁」政策に示されるように、第一

義的には世俗的観点からの国家防衛を希求するものであって、ユダヤ教のドグマへの親近性を自明

としない。しかも米国育ちで欧米流の民主主義の何たるかを見知っているネタニヤフにとって、NB の

如き法案が国際社会でどのように受け止められるかを斟酌しなかったとは考えられない。その彼が、

必ずしも嬉々としてではないにせよ、連立政権を崩壊させるリスクを承知の上で NB の上程に踏み

切った理由は、閣内極右派に加えていわゆる宗教シオニスト政党や超正統派政党の支持を確保し、

右傾化する世論に訴えて解散・総選挙を有利に展開しようとしたのだという観測が専らである。そこ

には、右派・中道のバランスの上に辛うじて続いてきた脆弱な政権基盤を、この機に乗じて再編し、

多少なりとも求心力を回復して延命を図ろうとするネタニヤフ首相の個人的な損得勘定が見え隠れ

している。 
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背景としての和平プロセス蹉跌 
しかし同時に、ネタニヤフ自身が主張するように、NB が「守りの尖端」作戦を挟んで流動化しつつ

あるパレスチナ問題に対しての、彼なりの政治的応答であるという要素も見逃してはなるまい。2013
年夏にケリー米国務長官の新たな仲介努力によって再開されたパレスチナ和平交渉は同年中に失

速、合意期限（2014 年 3 月末）までにはまったく進展が見られなかった。パレスチナ自治政府のアッ

バス議長は、従前よりイスラエルを「ユダヤ人国家」としては承認しないと繰り返しており、和平交渉が

暗礁に乗り上げたことにより当事者間の直接交渉による国家樹立という従来の姿勢から戦略を転換し

た。国連を中心とする国際社会でのパレスチナ自治政府の存在感を増すことで、イスラエルの認否に

拘らず国際法上の主権国家としての体裁を整える方向に舵を切ったのである。パレスチナ自治政府

は、和平交渉継続中は控えていた各種の国際条約・機関に対して、国家として参入・加盟を申請した。

同時に2014年4月下旬、イスラエルがテロ組織として排撃するガザのイスラム過激派ハマスとの和解

に踏み切り、表向きにはパレスチナ統一戦線が構築された。 
これに対してネタニヤフ政権は即刻、和平交渉の凍結を公式に宣言し、ここにケリー調停は完全に

頓挫した。その閉塞状況を背景として、一方にイスラエルのユダヤ系市民が、他方にパレスチナ自治

政府領内およびイスラエル国内のパレスチナ人とが対置され、ユダヤ人とパレスチナ人の双方のコ

ミュニティの間に抜き差しならない憎悪感情が昂進したのである。ネタニヤフ首相は折からイラクやシ

リアに急速に台頭しつつあった過激派「イスラーム国」の脅威を指摘して、要すればパレスチナ自治

領域での実力行使も辞さないとの方針を示した。これは事実上パレスチナへの主権付与を拒否し、和

平プロセスが前提としていた二国家解決案そのものの否認と受け止められた。 
2014 年夏の「守りの尖端」作戦は、このような和平プロセスの破綻とそれに伴う双方間の敵意の昂

進を伏線としていた。西岸･ガザのパレスチナ人とイスラエルのユダヤ人との間の暴力の応酬がひとし

きり続き、いわばその延長上にガザへの本格的な侵攻が企図されたのであった。ネタニヤフ政権にし

てみれば、それは第一義的には強硬にパレスチナ過激派（ハマス等）への報復を求める世論に応え

る軍事行動であったが、同時にハマスがイスラエルに撃ち込んでいたロケット弾の射程が延伸し、主

要都市を含む国内深奥部まで射程に収めるようになった事態への予防先制でもあった。しかしハマス

側がイスラエルに向って張り巡らせたトンネルの存在が発覚したことによって、作戦目的はトンネルの

完全な破壊とガザの非武装化に拡大された。このために 7 月中旬から 8 月初旬まで大規模な地上部

隊が投入され、そこで惹起された市街戦がパレスチナ側に冒頭に述べたような大きな被害をもたらし

たのである。イスラエル側の犠牲も単発の軍事作戦としては異例の大きさとなっている。いずれにせよ

イスラエルのガザ侵攻は、すでに蹉跌が明らかとなっていた和平プロセスへの当事者双方の側の憤

懣を爆発させ、交渉への復帰をほとんど不可能にした。NBは、そのような状況の延長上に登場し、強

硬化するイスラエル社会の雰囲気を投影した動きにほかならなかった。 
 

結び 
2014 年 8 月下旬の作戦終結・暫定的停戦後も基本的に双方間の敵意の昂進という循環に変化は

なかった。むしろ、9 月早々のイスラエル政府による西岸の土地強制収用の決定とこれに伴う各地で

の衝突や、11 月下旬のエルサレムにおけるユダヤ教会堂（シナゴグ）での殺傷事件に明らかなように、

コミュニティ間の対立は悪化の一途を辿っているかに見える。ユダヤ系市民の言葉を借りれば、「かつ
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ては（自爆テロの恐れがある）バスに乗ることをためらった。しかし現在は、バス停で並ぶことすらでき

なくなっている」のである。西岸で入植者が襲われ、ガザからロケット攻撃を受け、東エルサレムで殺

傷事件が頻発する。そうした暴力状況の拡大は、いずれイスラエル領内のパレスチナ人に波及しない

はずはないという強迫観念が、ネタニヤフ政権を支配しつつある。NB は、一方において「ユダヤ人国

家」の否認を続けるアッバス・パレスチナ自治政府議長に対する示威と牽制であり、それと同時に、あ

るいはそれ以上に、イスラエルのパレスチナ人市民に対する明確なメッセージである。とりわけ、イスラ

エル北部のガリリー地方に集住し、この地域にあっては多数派を形成するパレスチナ人が、非ユダヤ

系市民としての集団的ないし民族的権利を主張して自治権を要求する動きが出てくることに対する予

防先制的な措置と考えることができるのである。 
いずれにせよ、NB がこのまま次期クネセトに付されるかどうかは総選挙の結果次第となる。付され

た場合でも、法の下の平等と、ユダヤ宗教法と並んで国際法（とりわけ国際人道法）を同列の法源とし

て認めない限り、NB は無効だとする市民的な反対運動の台頭は不可避であろう。そもそも、法源とし

てのユダヤ宗教法とは何かをめぐって論争が起きつつある。それはあたかも、「ユダヤ人とは誰か」を

めぐる古くて新しい争いを髣髴とさせるものである。通常はユダヤ宗教法の最大の護持者と看做され

ているユダヤ教超正統派の一部からも、NB は例えば国旗や国歌の称揚と混淆させることによって宗

教的価値を世俗性の強いナショナリズムの次元にまで貶めるのではないかという懸念が示されている。

要するに、イスラエルをユダヤ人国家という結節軸に収斂させようとする NB は、むしろ従来以上の社

会的な分断の契機を持ち込む結果となっているかに見える。さらに、牽制や示威の効果を狙った当の

パレスチナ自治政府は、2015 年冒頭に国際刑事裁判所（International Criminal Court: ICC）へ

の加盟申請を行い、4 月には加盟が実現する見込みとなった。これにより、東エルサレムを含むイスラ

エル占領下のパレスチナ領域が国際人道法に基づく犯罪捜査の対象となる。その際に NB がイスラ

エルの国法として成立していれば、当然ながら国際社会はイスラエルを人種差別国家あるいは非民

主国家として批判することになり、それは ICC の判断基準に然るべき影響を与えるだろう。かくして、

NB がイスラエルにもたらす帰結とは、対内的な分断と対外的な孤立という、望ましからざる事態であ

る蓋然性が高いのである。 
 

（2015 年 1 月 30 日脱稿） 
東洋英和女学院大学教授 池田明史 
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